
2019年 10月 16日 

台風19号による被害を受けられたお客さまに対する貴重品等の保管サービスについて 

このたびの台風19号により被害を受けられた皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。 

常陽銀行（頭取 笹島 律夫）は、被災されたお客さまの防犯対策に役立てていただく

ため、貴重品等の保管サービスを無償でご提供いたしますので、下記の通りお知らせ

いたします。 

記 

【実施内容】 

このたびの台風 19号による災害に際し、被災されているお客さまの貴重品の保管手段、

被災者留守宅への空き巣被害対策として、セーフティバッグ（内寸：縦 24cm×横 35cm×

厚さ 5cm）を利用して、貴重品等を当行金庫内に保管するサービスを提供いたします。 

取 扱 店 

電話番号 

赤塚支店 

029-252-8211 

大宮支店 

0295-52-0881 

大子支店 

0295-72-1101 

平支店 

0246-23-2131 

郡山支店 

024-922-3500 

申込期間 
2019 年 10 月 17 日（木）～11 月 8 日（金） 

※9:00～15:00（土日祝日を除く） 

保管期間 2019 年 12 月 30 日（月）まで 

手 数 料 無料 

申込方法 

・上記取扱店にご本人さまを確認できる書類、当行の通帳・届出印・キャッシュ

カード（お手元にある場合）をお持ちください。 

・取り扱いは店頭※に限ります。

※店頭に限定しておりますので、訪問による銀行員を騙った詐欺等には十分にご注意

願います。 

以 上 


